
【個室】
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

451 561 603 672 745 815 884

18 18 33 33 33 33 33

66 81 89 99 109 119 128

545 672 738 818 903 984 1,063

滞在費

食費

１日合計 1,165 1,292 1,358 1,438 1,523 1,604 1,683

滞在費

食費

１日合計 1,565 1,692 1,758 1,838 1,923 2,004 2,083

滞在費

食費

１日合計 2,365 2,492 2,558 2,638 2,723 2,804 2,883

滞在費

食費

１日合計 2,665 2,792 2,858 2,938 3,023 3,104 3,183

滞在費

食費

１日合計 3,526 3,653 3,719 3,799 3,884 3,965 4,044

【多床室】
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

451 561 603 672 745 815 884

18 18 33 33 33 33 33

66 81 89 99 109 119 128

545 672 738 818 903 984 1,063

滞在費

食費

１日合計 845 972 1,038 1,118 1,203 1,284 1,363

滞在費

食費

１日合計 1,515 1,642 1,708 1,788 1,873 1,954 2,033

滞在費

食費

１日合計 1,915 2,042 2,108 2,188 2,273 2,354 2,433

滞在費

食費

１日合計 2,215 2,342 2,408 2,488 2,573 2,654 2,733

滞在費

食費

１日合計 3,210 3,337 3,403 3,483 3,568 3,649 3,728

（朝食・・・460円、昼食・・・700円、夕食・・・590円）
・ 介護保険限度額を超えてご利用された場合、保険超過分については実費（１０割）でご負担いただきます。
・ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ

→１ヶ月の所定単位数（基本サービス+加算計）×0.14の1割 が利用者負担となります。

・ 上記表は基本サービス料金、サービス提供体制加算Ⅱ、夜勤職員配置加算Ⅲ、介護職員等処遇改善加算Ⅰを
合算した内容です。

・ その他の加算については、上記表に含まれておりません。別表または重要事項説明書にて説明させていただきます。
・ 送迎は上記表に含まれておりません。１回につき１８７円（１割負担額）ご負担いただきます。
・ その他ご利用に応じて日用生活品代・喫茶利用料・売店販売利用料・学習療法教材費用等
ご負担いただくものがございます。

※ 詳細は担当職員にお問い合わせください。 令和8年1月1日現在

清住園ショートステイサービス　　料金表(1割)

料金単位：円

介護度別

基本サービス(単位）

加算計(単位）

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

基本料金額（１割）/円

ご
利
用
者
負
担
段
階
区
分

第１段階
生活保護受給者
世帯全員の住民税が非課税
で老齢福祉年金受給者

320

300

第2段階

世帯全員の住民税が非課税
で本人の合計所得金額+課
税年金収入が80万円以下の
人

420

600

第3段階①

世帯全員の住民税が非課税
で本人の合計所得金額+課
税年金収入が80万円超120
万円以下の方

820

1,000

第3段階②

世帯全員の住民税が非課税
で本人の合計所得金額+課
税年金収入が120万円超266
万円以下の方

820

1,300

第4段階
以上

上記以外の人

1,231

1,750

料金単位：円

介護度別

２人部屋　　４人部屋

基本サービス(単位)

加算計(単位）

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

基本料金額（１割）/円

ご
利
用
者
負
担
段
階
区
分

第１段階
生活保護受給者
世帯全員の住民税が非課税
で老齢福祉年金受給者

第3段階①

世帯全員の住民税が非課税
で本人の合計所得金額+課
税年金収入が80万円超120
万円以下の方

第4段階
以上

上記以外の人

0

300

第2段階

世帯全員の住民税が非課税
で本人の合計所得金額+課
税年金収入が80万円以下の
人

370

600

915

1,750

※食費につきましては１日３食召し上がられた場合（計1,750円）となっております。

370

1,000

第3段階②

世帯全員の住民税が非課税
で本人の合計所得金額+課
税年金収入が120万円超266
万円以下の方

370

1,300



【個室】
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

451 561 603 672 745 815 884

18 18 33 33 33 33 33

66 81 89 99 109 119 128
総合計金額（8割） 4,352 5,369 5,898 6,541 7,216 7,867 8,502

1,089 1,343 1,475 1,636 1,805 1,967 2,126

滞在費

食費

１日合計 1,709 1,963 2,095 2,256 2,425 2,587 2,746

滞在費

食費

１日合計 2,109 2,363 2,495 2,656 2,825 2,987 3,146

滞在費

食費

１日合計 2,909 3,163 3,295 3,456 3,625 3,787 3,946

滞在費

食費

１日合計 3,209 3,463 3,595 3,756 3,925 4,087 4,246

滞在費

食費

１日合計 4,070 4,324 4,456 4,617 4,786 4,948 5,107

【多床室】
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

451 561 603 672 745 815 884

18 18 33 33 33 33 33

66 81 89 99 109 119 128

1,089 1,343 1,475 1,636 1,805 1,967 2,126

滞在費

食費

１日合計 1,389 1,643 1,775 1,936 2,105 2,267 2,426

滞在費

食費

１日合計 2,059 2,313 2,445 2,606 2,775 2,937 3,096

滞在費

食費

１日合計 2,459 2,713 2,845 3,006 3,175 3,337 3,496

滞在費

食費

１日合計 2,759 3,013 3,145 3,306 3,475 3,637 3,796

滞在費

食費

１日合計 3,754 4,008 4,140 4,301 4,470 4,632 4,791

（朝食・・・460円、昼食・・・700円、夕食・・・590円）
・ 介護保険限度額を超えてご利用された場合、保険超過分については実費（１０割）でご負担いただきます。
・ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ

→１ヶ月の所定単位数（基本サービス+加算計）×0.14の2割 が利用者負担となります。

・ 上記表は基本サービス料金、サービス提供体制加算Ⅱ、夜勤職員配置加算Ⅲ、介護職員等処遇改善加算Ⅰ、
介護職員等ベースアップ等支援加算を合算した内容です。

・ その他の加算については、上記表に含まれておりません。別表または重要事項説明書にて説明させていただきます。
・ 送迎は上記表に含まれておりません。１回につき３７５円（１割負担額）ご負担いただきます。
・ その他ご利用に応じて日用生活品代・喫茶利用料・売店販売利用料・学習療法教材費用等
ご負担いただくものがございます。

※ 詳細は担当職員にお問い合わせください。 令和8年1月1日現在

清住園ショートステイサービス　　料金表(2割)

料金単位：円

介護度別

基本サービス(単位)

加算計(単位）

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

基本料金額（2割）/円

ご
利
用
者
負
担
段
階
区
分

第１段階
生活保護受給者
世帯全員の住民税が非課
税で老齢福祉年金受給者

320

300

第2段階

世帯全員の住民税が非課
税で本人の合計所得金額
+課税年金収入が80万円
以下の人

420

600

第3段階①

世帯全員の住民税が非課
税で本人の合計所得金額
+課税年金収入が80万円
超120万円以下の方

820

1,000

第3段階②

世帯全員の住民税が非課
税で本人の合計所得金額
+課税年金収入が120万円
超266万円以下の方

820

1,300

第4段階
以上

上記以外の人

1,231

1,750

料金単位：円

介護度別

２人部屋　　４人部屋

基本サービス(単位)

加算計(単位）

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

基本料金額（2割）/円

ご
利
用
者
負
担
段
階
区
分

第１段階
生活保護受給者
世帯全員の住民税が非課
税で老齢福祉年金受給者

第3段階①

世帯全員の住民税が非課
税で本人の合計所得金額
+課税年金収入が80万円
超120万円以下の方

第4段階
以上

上記以外の人

0

300

第2段階

世帯全員の住民税が非課
税で本人の合計所得金額
+課税年金収入が80万円
以下の人

370

600

915

1,750

※食費につきましては１日３食召し上がられた場合（計1,750円）となっております。

※加算内容・・・サービス提供体制加算Ⅱ（18単位）、夜勤職員配置加算Ⅲ（１5単位） 

370

1,000

第3段階②

世帯全員の住民税が非課
税で本人の合計所得金額
+課税年金収入が120万円
超266万円以下の方

370

1,300



【個室】
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

451 561 603 672 745 815 884

18 18 33 33 33 33 33

68 84 91 101 111 121 130

総合計金額 5,644 6,926 7,546 8,350 9,194 10,007 10,801

1,694 2,078 2,264 2,505 2,759 3,003 3,241

滞在費

食費

１日合計 2,314 2,698 2,884 3,125 3,379 3,623 3,861

滞在費

食費

１日合計 2,714 3,098 3,284 3,525 3,779 4,023 4,261

滞在費

食費

１日合計 3,514 3,898 4,084 4,325 4,579 4,823 5,061

滞在費

食費

１日合計 3,814 4,198 4,384 4,625 4,879 5,123 5,361

滞在費

食費

１日合計 4,675 5,059 5,245 5,486 5,740 5,984 6,222

【多床室】
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

451 561 603 672 745 815 884

18 18 33 33 33 33 33

66 81 89 99 109 119 128

1,694 2,078 2,264 2,505 2,759 3,003 3,241

滞在費

食費

１日合計 1,994 2,378 2,564 2,805 3,059 3,303 3,541

滞在費

食費

１日合計 2,664 3,048 3,234 3,475 3,729 3,973 4,211

滞在費

食費

１日合計 3,064 3,448 3,634 3,875 4,129 4,373 4,611

滞在費

食費

１日合計 3,364 3,748 3,934 4,175 4,429 4,673 4,911

滞在費

食費

１日合計 4,359 4,743 4,929 5,170 5,424 5,668 5,906

（朝食・・・440円、昼食・・・650円、夕食・・・560円）
・ 介護保険限度額を超えてご利用された場合、保険超過分については実費（１０割）でご負担いただきます。
・ 介護職員処遇改善加算Ⅰ

→１ヶ月の所定単位数（基本サービス+加算）×0.14の3割 が利用者負担となります。

・
・ 上記表は基本サービス料金、サービス提供体制加算Ⅱ、夜勤職員配置加算Ⅲ、介護職員等処遇改善加算Ⅰ、
を合算した内容です。

・ その他の加算については、上記表に含まれておりません。別表または重要事項説明書にて説明させていただきます。
・ 送迎は上記表に含まれておりません。１回につき５６３円（３割負担額）ご負担いただきます。
・ その他ご利用に応じて日用生活品代・喫茶利用料・売店販売利用料・学習療法教材費用等
ご負担いただくものがございます。

※ 詳細は担当職員にお問い合わせください。 令和8年1月1日現在

清住園ショートステイサービス　　料金表(3割)

料金単位：円

介護度別

基本サービス(単位)

加算計(単位）

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

基本料金額（3割）/円

ご
利
用
者
負
担
段
階
区
分

第１段階

生活保護受給者
世帯全員の住民税が非
課税で老齢福祉年金受
給者

320

300

第2段階

世帯全員の住民税が非
課税で本人の合計所得
金額+課税年金収入が80
万円以下の人

420

600

第3段階①

世帯全員の住民税が非
課税で本人の合計所得
金額+課税年金収入が80
万円超120万円以下の方

820

1,000

第3段階②

世帯全員の住民税が非
課税で本人の合計所得
金額+課税年金収入が
120万円超266万円以下

820

1,300

第4段階
以上

上記以外の人

1,231

1,750

料金単位：円

介護度別

２人部屋　　４人部屋

基本サービス　（単位）

加算計(単位）

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

基本料金額（3割）/円

ご
利
用
者
負
担
段
階
区
分

第１段階

生活保護受給者
世帯全員の住民税が非
課税で老齢福祉年金受
給者

第3段階①

世帯全員の住民税が非
課税で本人の合計所得
金額+課税年金収入が80
万円超120万円以下の方

第4段階
以上

上記以外の人

0

300

第2段階

世帯全員の住民税が非
課税で本人の合計所得
金額+課税年金収入が80
万円以下の人

370

600

915

1,750

※食費につきましては１日３食召し上がられた場合（計1,650円）となっております。

※加算内容・・・サービス提供体制加算Ⅱ（18単位）、夜勤職員配置加算Ⅲ（１5単位） 

370

1,000

第3段階②

世帯全員の住民税が非
課税で本人の合計所得
金額+課税年金収入が
120万円超266万円以下

370

1,300


